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ごみ収集等の業務に満18歳未満の高校生等を

就業させる場合に注意していただきたいこと

高校生等の満18歳未満の年少者（以下「年少者」といいます）をごみの収集等の業務に就かせること

はできますが、一部の作業は、労働基準法第6２条に定める危険有害業務に該当し、行わせることが

できません。ご理解の上、適切な対応をお願いします。

廃棄物処理業の事業主の皆さまへ

1  年少者を就業させることのできる業務の範囲

ごみ収集車の回転板等に巻き込まれる危険

ごみ収集車のテールゲートに挟まれる危険

• 回転板を連続運転させながら、プラスチックごみの回収作業を実施していたところ、テール

ゲート内に身体の一部が入り込み、頭部から回転板に巻き込まれた

• 可燃ごみ回収作業中、ごみ収集車の投入部にダンボールが詰まってしまい、両手で押し込んだ

ところ、プレスプレートに両手を挟まれた

• ごみ収集車内に異物が詰まっていることを知らせる警報が鳴ったため、テールゲートを上昇さ

せて内部を確認していたところ、別の作業員が誤ってテールゲートを下降させてしまい、テール

ゲートに上半身を挟まれた

• ごみの投入作業の前に、テールゲートを清掃していたところ、別の作業員が積込み作業を始め

たと勘違いして回転板を動かし、右肘から回転板に巻き込まれた

一般廃棄物の

収集等の業務

特別管理一般廃棄物※以外 年少者も就業可
（機械式ごみ収集車にごみを投入する作業等を除く）

特別管理一般廃棄物※

年少者は就業不可
産業廃棄物の収集等の業務

※一般家庭等から出される廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などを有するもの

テールゲート

回転板等

ごみ収集車の回転板やテールゲー

トに挟まれる危険等があり、実際に

重大な災害も発生しています

！

年少者に、機械式ごみ収集車のごみ投入口にごみを投入する作業などのテールゲートに近接

して行う作業や、上昇したテールゲートの下に立ち入って行う作業をさせることはできません。



内容についてご不明な点は、

都道府県労働局・労働基準監督署までお問い合わせください
労働基準監督署

• 機械式ごみ収集車によって収集等の業務を行う場合は、分散しているごみ捨て場から、

ごみ収集車の近くまでごみを運ぶ作業

（注） ごみの投入作業は、他の18歳以上の労働者が行う必要があります。

また、巻き込まれ等の危険があることから、年少者は、作業中、テールゲートに近接すること

のないようにしてください。

• 機械式ごみ収集車ではなく、トラックによって収集等の業務を行う場合は、ごみを荷台に

積み込む作業

次のような作業であれば、年少者にも行わせることができます。

２ 年少者に行わせることのできる作業の例

３ その他注意していただきたいこと

許可を
受けた場合

労働基準法等の規定の適用範囲

労働基準法の年齢

区分と保護規定の

適用について

詳しくはこちらを

ご確認ください

未成年者の賃金請求権

年齢区分

主な保護規定
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